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神奈川県西部都市圏交通マスタープラン（以下「交通マスタープラン」）及び都市・地域
総合交通戦略（以下「交通戦略」）（平成27年1月国土交通大臣認定）は、令和元年度を
もって、策定から5年が経過した。
交通マスタープラン及び交通戦略については、社会情勢等に即した、より実効性のある施

策展開を推進するため、概ね10年毎に交通マスタープランを改定するとともに、交通戦略
は、概ね５年毎に指標に基づく評価を行うこととしている。
このため、中間評価については、県西部都市圏の将来像である「拠点内・拠点間の連携を

支え、過度に自動車に依存しない交通体系の実現」に向けて、交通戦略に位置付けた戦略指
標における目標水準の達成度（短期）を評価することで、最終評価に向けた事業の課題の整
理等を行い、引き続き実効性のある施策展開を図っていくことを目的として行うものである。

県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

１．本計画の位置づけと考え方

２．中間評価の概要

き

（１）交通マスタープランとは
交通マスタープランは、県西部都市圏の将来像や計画目標、将

来都市構造を踏まえ、都市圏の道路や公共交通などの都市交通
部門における⾧期的な視点からの交通計画の基本計画であり、
概ね20年後を目標年次として、都市圏における望ましい交通体
系整備の基本的な方針を示したものである。

（２）都市・地域総合交通戦略とは
都市・地域総合交通戦略は、交通マスタープランで示された

各交通計画の方向性を実現するため、概ね5～10年の短期・中
期を目標として、戦略目標を実現するために必要となる施策
パッケージとその施策展開方針を定め、具体的な個別施策事業
の設定、具体スケジュール、事業主体等を定めたものである。

対象区域：県西部都市圏２市８町

交通戦略において設定している、戦略目標に対する施策の進捗状況を整理する。また、戦略施策の実施による効果を評価するため、令和元年度
末時点の戦略指標を算出し、策定時（平成26年度）に設定した戦略目標水準（短期）と照らし合わせ、各戦略指標における達成状況の評価を行う。

83事業

中間評価
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

３．短期（５年）の戦略施策事業の進捗状況（全83事業）

交通戦略に位置づけた各戦略指標における戦略目標水準を達成するために実施する83の戦略施策事業について、各施策における進捗状況を整理。
なお、実施状況は、「実施済」・「実施中」・「検討中」の3段階で整理を行った。
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

４．戦略指標の達成状況

戦略指標の達成状況は以下のとおり、13指標に対し７指標が達成された。

視点 戦略指標
戦略目標水準

短期
結果

達成
状況現況

(H26)
短期
(R1)

中期
(R6)

拠点との連携
(所要時間)

①拠点から15分圏
カバー面積率注1） 23％ 24％ 32％ 約24％ 〇

（達成）

主要道路の
混雑解消

②ボトルネック
（交差点等）
箇所数

5区間、
9箇所

5区間、
7箇所

3区間、
6箇所

5区間、
9箇所

×
(未達成)

公共交通によるカバー
圏人口維持

③DID内公共交通
カバー面積率
（運行本数考慮）

92％ 92％ 92％ 89％ ×
(未達成)

自転車通行可能
区間密度の向上

④自転車走行可能
区間延⾧注2）

84km
(小田原市)

93km
(小田原市)

125km
(小田原市)

98.73km
〇

（達成）

防災性の高い
道路環境整備

⑤緊急輸送道路の
整備延⾧ 354km 357km 394km 約357km

○
（達成）

広域拠点の
交流の促進

⑥中心市街地の
自転車・歩行者
交通量

62,000
台・人

71,000
台・人

76,000
台・人

60,100
台・人

×
(未達成)

交通利便性の高い
居住環境の確保

⑦中心市街地の
居住人口注3）

約10,800
人 約11,500人 約11,800人 約10,600

人
×

(未達成)

公共交通の
利便性の向上

⑧交通結節点発着
鉄道・バス
利用者数

約10.0
万人/日

約10.2
万人/日

約10.3
万人/日

約10.2
万人/日

〇
(達成)

安全・安心な
移動空間の確保

⑨中心市街地の
放置自転車
撤去台数

925台 約560台 約420台 524台 〇
(達成)

主要観光拠点への
アクセス時間の短縮

⑩箱根湯本駅まで
の30分圏カバー
面積率

16% 18% 25% 16%
×

(未達成)

観光拠点での公共交通
利便性の向上

⑪箱根町・湯河原
町での観光目的
公共交通利用率

29%注4） 30% 35% 39％ ○
(達成)

観光拠点での回遊性
向上

⑫小田原市・箱根
町でのレンタ
サイクル等の
利用台数

4,180台
注5） 5,000台 6,000台 6,699台 〇

(達成)

環境にやさしい
交通環境の実現

⑬二酸化炭素
排出量注6）

1,698
t-CO2/日

現況比15%
減

現況比25%
減

現況比
13%減

×
(未達成)

注１）首都圏渋滞ボトルネック対策協議会の主要渋滞箇所数に基づく渋滞箇所数
２）都市圏における自転車道、自転車専用通行帯、自転車専用道路、自転車歩行者等の自転車走行可能区間延⾧
３）小田原市低炭素都市づくり計画と整合させた目標水準
４）現況値は箱根町のみの数値（平成22年観光客実態調査報告書（箱根町））
５）現況値は芦ノ湖岸でのパークアンドサイクル利用者数（平成23年4月～11月）
６）二酸化炭素排出量は自動車による一般道走行の排出量（単体対策効果含む）
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

４．戦略指標の達成状況②（指標参考図①）

戦略指標① 拠点から15分圏カバー面積率 約24％

5区間、９箇所

○策定時現況から整備された道路網（ ：整備済路線）

戦略指標② ボトルネック（交差点等）箇所数

神奈川県 地域の主要渋滞箇所（抜粋）

達 成

未達成

【計測方法】
過年度計画策定時の現況道路網に、戦略施策事業の進捗状況シートを活用して
整備済の道路網を加えた、令和元年度の交通量配分計算を行い、各区間平均速
度による所要時間を算出し、広域拠点及び地域拠点からの15分圏カバー率（都
市圏全体635k㎡に対する比率）を算出。

【主な要因】
県道78号周辺の1区間､2箇所の渋滞解消を図るために､
寄与すると想定していた短期事業(都)小田原大井線(４
車線化)は予定通り整備されたが､｢首都圏渋滞ボトル
ネック対策協議会｣が公表した渋滞箇所は､依然として
解消しておらず､短期目標の達成には至らなかった｡
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

４．戦略指標の達成状況②（指標参考図②）

戦略指標③ DID内公共交通カバー面積率 89％ 未達成

【主な要因】
路線バスの撤退や便数の減少に伴い、特に、
真鶴駅周辺のエリアに公共交通カバー圏域外
のエリアが拡大したことが考えられる。

【計測方法】
○令和元年度の路線バス網、バス停、運行本数の国土数値情報データ（平成22年度点
のものを令和元年度時点に更新）を基に、GISデータベースを作成する。

○ＤＩＤ面積やＤＩＤ内人口は都市計画基礎調査（H28年度）のデータを使用する。
○駅から1㎞、バス停から300ｍ（運行回数50本/日以上）
の基準に基づき、ＤＩＤ内の公共交通カバー面積を算出する。
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要

４．戦略指標の達成状況②（指標参考図②）

戦略指標④ 自転車走行可能区間延⾧ 98.73km

＜参考：小田原市レンタサイクル設置箇所＞
既存貸出所：早川臨時観光案内所、小田原駅東口駐車場
※R３年度整備予定の小田原市観光交流センターに貸出所
を設置する予定。

達 成

【計測方法】
自転車道、自転車専用通行帯、自転車専用道路、自転車歩
行者道の自転車走行空間延⾧を道路台帳等から計測する。

国道 1 号 L=9.88km 国道 255 号 L=0.35km 

県道鴨宮停車場 L=1.30km 県道鴨宮停車場矢作 L=0.50km 

市道 0003 L=0.49km 市道 0004   L=0.25km 

市道 0014 L=0.27km 市道 0055 L=0.31km 

市道 0059 L=0.60km 酒匂川サイクリングロード L=0.78km 

 

車道混在型による自転車通行空間帯整備
(路面にピクトグラムを設置) 合計 L=14.73km

p6



県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

４．戦略指標の達成状況②（指標参考図③）

戦略指標⑤ 緊急輸送道路の整備延⾧ 約357km

戦略指標⑥ 中心市街地の自転車・歩行者交通量

【主な要因】
お城通り地区再開発事業の進捗に伴い、お城通り等の路線（②、④、⑧）では、
流動客が増えているが、錦通り（⑤）や、ダイヤ街（⑨）、銀座・竹の花通り
（⑪、⑫）の流動客の減少が顕著であり、核となる商業施設の撤退が流動客減少
の大きな要因となっているほか、中心市街地の居住人口が減少していることも影
響したと思われる。

達 成

未達成60,100台・人

【計測方法】
平成25年度の神奈川県が指定している緊急輸送道路
（第一次路線、第二次路線）や緊急輸送道路補完道路
の延⾧を足し合わせた合計値を計測する。

【主な要因】
短期目標で掲げる、約3kmの緊急輸送道路整備については、
No.1（都）小田原大井線（４車線化）、No.9 県道77号
（平塚松田）（比奈窪バイパス）、No.12 県道708号
（秦野大井）（篠窪バイパス）が予定通り整備されたこ
とから、達成した。
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

４．戦略指標の達成状況②（指標参考図④）

戦略指標⑦ 中心市街地の居住人口

戦略指標⑧ 交通結節点発着鉄道・バス利用者数 約10.2万人/日

約10,700人 未達成

達 成

※目標水準の達成には至らなかったが、小田原市全体の減少率2.6％と比較し、中心市街地の減少率は1.2％と低く、
中心市街地の減少傾向は緩やかとなっている。

【計測方法】
○鉄道の利用者数は、「小田原市統計要覧10.交通・運輸・通信」より、各鉄道会社の
利用者数に基づき算出（１日の平均利用者数は年間利用者数÷365日で算出。）

○バスの利用者数については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、実態調査
ではなく、平成20年と平成30年のパーソントリップ調査結果における小田原駅端末バ
ス利用分担の増減率を、過年度計画で示す利用者数（H23年調査）に乗じて算出。

Ｒ１

Ｒ１
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

４．戦略指標の達成状況③（指標参考図⑤）

戦略指標⑨ 中心市街地の放置自転車撤去台数

戦略指標⑩ 箱根湯本駅までの30分圏カバー面積率

戦略指標⑪ 箱根町・湯河原町での観光目的公共交通利用率

※自転車等放置禁止区域における小田原駅東口・西口の撤去台数を合計した数値

16％

※現況と短期のカバー面積に変化なし
（短期の拡大エリアなし）

524台

（出典：地域安全課「小田原駅（東口・西口）周辺の自転車等放置禁止区域内における放置自転車撤去台数」）

達 成

未達成

39％ 達 成

【主な要因】
短期施策事業として掲げていた県道731号（矢倉沢仙石原）の整備が完了し
なかったことなどが考えられる。なお、県道731号（矢倉沢仙石原）は令和
元年度台風第19号の影響により開通が延期され、早期開通に向けた復旧工
事等を進めている。（令和３年春頃供用開始予定。）

【計測方法】
過年度計画策定時の現況道路網に、戦略施策事業の進捗状況シートを活用
して整備済の道路網を加えた、令和元年度の交通量配分計算を行い、各区
間平均速度による所要時間を算出し、箱根湯本駅周辺からの30分圏カバー
率（都市圏全体635k㎡に対する比率）を算出する。
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

４．戦略指標の達成状況③（指標参考図⑥）

戦略指標⑫ 小田原市・箱根町でのレンタサイクル等の利用台数

戦略指標⑬ 二酸化炭素排出量

（主な増減要因等）
〇平成28年度は、小田原駅東口駐車場に新たな貸出所を開設したとと
もに、梅まつり期間中に臨時貸出所を梅の里センター（下曽我）に
開設したことが利用者増加の要因である。

〇平成30年度は、歴史見聞館の貸出が平成30年7月をもって終了したこ
とが利用者減少の要因である。

〇令和元年度は、平成30年度に閉鎖した歴史見聞館貸出所の利用がな
くなったことや天候不良等が引き続き利用者減の要因となっている。

（出典：観光課「レンタサイクル利用台数」）

（出典：箱根町「パークアンドサイクル利用台数」）

（主な減要因等）
〇平成27年度の恩賜箱根公園については、噴火警戒レベル3に引上げ
以来貸出を中止していたが、9月15日から運営再開した。

〇平成28年度高原ホテルについては、改修工事のため実施していな
かった。

〇平成30年度恩賜箱根公園については、自転車の老朽化により積極的
な貸し出しを控えたため、減となった。

13％減

【計測方法】
〇過年度計画の現況道路網に、戦略施策事業の進捗状況シートを活用して、
整備済の道路網を加えた令和元年度の交通量配分計算を行い、過年度計画
で用いた国土技術政策総合研究所の資料の速度別のCO2原単位（2020年次）
を用いて､交通量配分計算結果の交通量と平均旅行速度に二酸化炭素排出
係数(2020年次)を乗じて二酸化炭素排出量を算出。

※対象道路網は有料道路を除く、国道、県道、市道、町道

達 成

未達成

6,699台

【主な要因】
短期施策事業として掲げていた県道731号（矢倉沢仙石原）の整備が完了し
なかったことなどが考えられる。

１
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県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合交通戦略中間評価 概要 評価期間：５年間（短期）
平成27年～令和元年

５．中間評価のとりまとめ

（１）戦略施策事業の進捗状況

 過年度計画で短期（平成27年度~令和元年度）に位置付けている26の施策事業については、16の施策事業が完了または事業化されている。
残りの10の施策事業が完了に向けて実施中となっている。

 短・中期（平成27年度~令和６年度）に位置付けている36の施策事業については、５つの施策事業が完了または事業化され、25の施策事業が実
施中、６つの施策事業が検討中となっている。

 今後は、中期（令和元年度~令和６年度）及び短・中期に位置付けている施策事業について、引き続き推進するとともに、進捗状況を把握してい
く必要がある。

 また、短・中期及び中期の施策事業において、検討段階の事業や、社会情勢の変化等により事業の見通しが立たず着手に至っていない施策事業
も存在するほか、交通戦略については、国土交通大臣認定を受けることで、社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）を活用す
ることができるが、中間評価時点において、当該交付金メニューの活用はされていない。

（２）戦略指標の達成状況

 13指標中のうち、７つの指標について、目標水準を達成した。（①拠点から15分圏カバー面積率、④自転車走行可能区間延⾧、⑤緊急輸送道
路の整備延⾧、⑧交通結節点発着鉄道・バス利用者数、⑨中心市街地の放置自転車撤去台数、⑪箱根町・湯河原町での観光目的公共交通利用
率、⑫小田原市・箱根町でのレンタサイクル等の利用台数）

 一方で、残りの６つの指標（②ボトルネック（交差点等）箇所数、③ＤＩＤ内公共交通カバー面積率（運行本数考慮）、⑥中心市街地の自転
車・歩行者交通量、⑦中心市街地の居住人口、⑩箱根湯本駅までの30分圏カバー面積率、⑬二酸化炭素排出量）については、達成に至らな
かった。

 ②については、短期に位置付けた施策事業は完了したが、目標水準の達成には至らなかったことから、中期の施策事業の進捗状況を踏まえ、
⾧期的に取組むことも検討する必要がある。

 ③については、達成されなかった施策事業について、引き続き推進する必要があるが、地域公共交通の維持・確保に当たっては、新たな移動
手段の導入や運行補助費等を含めた路線の維持など、社会情勢を踏まえた検討も必要である。

 ⑥や⑦については、寄与するとされる短期の施策事業は概ね完了（実施）しているが、目標水準の達成には至らなかったことから、最終評価
の際には、新たな施策事業を含め、人口減少や高齢化等の社会情勢の変化などの要素を踏まえた数値目標の再検討が必要と考えられる。

 ⑩、⑬については、短期に位置付けた道路整備事業が完了していないことなどが、目標水準を達成できなかった主な要因と考えられること
から、引き続き、事業を推進するとともに、進捗状況を把握する。

（３）今後（最終評価）に向けて

 次回の最終評価（令和7年度）において、施策事業の実施及び戦略目標が達成されるよう、引き続き事業の推進に努める。なお、最終評価で

は、社会情勢や本戦略の策定以降に新たに策定される関連計画等の整合なども踏まえ、施策事業の見直しや戦略指標・目標水準の再検討等

を含め、評価を行うことに留意する。

 また、中間評価以降についてもマネジメントサイクルを徹底するため、今回の中間評価で行った「戦略目標、戦略施策ごとの実施プログラ

ム実施状況」について、毎年度、都市交通部会において、進捗状況の把握及び実施状況の評価を実施する。

※左図の実施済み事業数は
過年度計画策定時に中期又
は短中期に位置づけた事業
が前倒しで実施されたもの
も含まれることから、過年
度計画で短期として位置付
けた事業数ではない。
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５．中間評価のとりまとめ

戦略実施状況図（実施中・検討中）
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